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 第４回環境基本計画改定検討部会発言要旨 平成２１年１月１９日（月） 

発言者 発言要旨 

環 境 課 長  皆さま、おはようございます。 

 定刻となりましたので、環境清掃審議会の環境基本計画の改定検討部会第４回

の開会をお願いしたいと思います。 

 開会に当たりまして、本日の出席状況でございますが、現在、３人の方が欠席

でございますので、本会につきましては有効に成立するものでございます。 

 資料の確認をお願いしたいと思います。事前に送付させていただいたものがご

ざいます。「第２回の環境清掃審議会環境基本計画改定検討部会会議録

（案）」、「第３回の主な発言要旨」、「杉並区環境白書」これは19年度版本編

ですが、みどりの関係の部分の抜粋でございます。「景観条例の概要」がござい

ます。 

 席上に配付をさせていただいているものにつきまして確認をいただきたいと思

います。路上禁煙地区の関係の「生活安全及び環境美化に関する条例」のパンフ

レットと、ポイ捨てについて記載をした「路上禁煙地区マップ」のチラシと２つ

ございます。 

 みどりの関係でございますが、「まちのみどりを育て、創り、守るために」と

いうパンフレットがございます。 

 前回お示ししましたアンケートの調査結果ということ、前回お話しがありまし

た関係でアンケートの追加資料がございます。 

 以上でございますが、不足の方がありますでしょうか。 

 それでは、部会長、開会をよろしくお願いいたします。 

部 会 長  おはようございます。 

 前回、基本目標のⅠ、Ⅱ、Ⅴを討議しましたが、今日は議事次第にありますよ

うに、基本目標のⅢとⅣ、それと時間があればⅤを絡めて全体の議論ができれば

と考えております。 

 最初に、区からご説明いただけてないことがあればお願いいたします。 

みどり公園課長  みどり公園課長です。自然環境に関連する基本目標Ⅲの、連続したみどりを保

全・創出する取り組みの関係で、緑化についての概要について、19年度の白書と

本日配りましたパンフレットをもとに現状と取り組みについて説明させていただ

きます。 

 白書のほう、最初の現状と課題のところに、30年代後半から杉並区のみどり、
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農地や樹林地が宅地化されて、屋敷林の伐採であるとか、農地が細分化されて、

宅地化されて、みどりが失われ続けているということで、昭和47年に最初の緑被

率、平面的に空中から見た場合に杉並区内・区域に占めるみどりの割合を調査し

ました。その段階で、24％ほどのみどりがありました。25年たって、平成９年に

は17.59％と減少傾向がずっと続いておりましたが、７回目の平成14年の調査か

ら増加に転じております。緑被率20.91％。平成19年度につきましても、実際に

達成状況のところで基本目標の中で示されていますが、21.84％ということで、

現在のところ調査方法も含めてのことですが、増加はしています。 

 ただ、一方で、樹木被覆地というか、樹木に覆われた土地の面積は増加してい

ますが、草地・農地については減少傾向がずっと続いております。全体として、

かつては４割近くがそういった農地や企業グラウンド等の草地が多かったのです

が、現在のところ既に２割を切ってございます。全体の緑被率に占める農地等の

面積は減少しているのが現状でございます。 

 ただ、一方で、屋敷林も含めても、全体として個人でお持ちになっている樹林

地が多いのですが、屋敷林等の樹林地の減少傾向も従前どおり変わっていないと

いうのが実情でございます。そういったことに合わせて、みどりに対して自然を

回復して自然環境、健康で快適な生活環境を確保していくということを基本理念

として、昭和48年に杉並区では「みどりの条例」を制定しております。 

 平成６年に都市緑地保全法の一部が改正されて、みどりに関する総合的な計画

を区市町村が策定するように法規定されたことから、昭和49年に区独自で「杉並

区緑化基本計画」を策定しておりますが、それを見直し、平成11年に区の新たな

みどりに関する総合計画として、「杉並区みどりの基本計画」を策定しておりま

す。 

 この間、本計画に基づいてさまざまな緑化施策を推進してきましたが、みどり

を取り巻く状況の変化あるいは平成14年の調査を含めた形で、平成17年に「みど

りの基本計画」の一部を改正しています。さらに、平成18年に、関連する法律な

どの改正と整合させるために、「みどりの条例」を全面改定してございます。 

 次に、緑化施策の取り組み状況なのですが、お配りした環境白書の２ページ目

にて、一応大きくはパンフレットにお示ししておりますが、「みどりを守る」、

「みどりを創る」、「みどりを育てる」という３つの柱で区の緑化施策は進めて

ございます。 

 特に、「みどりを守る」という部分でいけば、樹木、樹林、生けがきについて
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は、所有者の同意を得て、区が指定して伐採や移植を制限するほか、維持管理に

関する一部の経費を補助金として支払っております。補助金につきましては、パ

ンフレットの「みどりを守る」の部分に、実際に保護樹木、保護樹林、保護生け

がきのそれぞれの補助金額あるいは基準等が記載されてございます。 

 あわせて、昭和58年の９月から樹木保険制度を導入して、保護指定を受けてい

る樹木、樹林等で事故があった場合、それについては、例えば台風や強風によっ

て枝が折れたりとか木が倒れたりといった場合には、物損事故、人身事故につい

て、区が所有者にかわり契約している保険から保険金を支払うという形で、所有

者の負担を少しでも軽減できるように導入してきております。 

 平成18年３月20日付で「みどりの条例」の改正により、敷地面積にかかわらず

建築行為等を行う場合や、20台以上の自動車駐車場を設置する場合には、緑化計

画の提出をお願いしているところです。 

 そのほか、区民から寄付の申し出があった樹木を公共施設で活用する寄付樹木

制度や、300平方米以上の樹林地を無償で借地し、区民に開放しながら樹林地の

長期保全を行う市民緑地いこいの森の設置を行っているところでございます。 

 平成16年８月には、大都市東京の貴重なみどりである屋敷林を初め、生けが

き、農地、寺社林、民間グラウンドの私的なみどりを守るために、当時の石原国

土交通大臣、近隣５区市長をお招きして、都市のみどりを守る緊急フォーラムを

開催し、その後、近隣区市と国と都で構成する「東京みどりの研究会」として活

動しているところです。 

 次に、「みどりを創る」でございますが、区民にとって最も身近なみどりは住

宅地のみどりということで、みどりの実態調査の結果でも、区内のみどりの約半

分は個人のみどりが占めているところです。個人の庭などのみどりの増加を図る

とともに、みどりを育てることをお願いするということで、具体的な事業として

は、白書のほうに接道部緑化助成、屋上・壁面緑化助成、苗木の配布、区営苗圃

の運営などを行っていますということですが、一応パンフレットを開いていただ

いて、「みどりを創る」の部分にそれぞれ緑化計画書の提出、あるいは接道部緑

化助成、屋上・壁面緑化助成のそれぞれの基準と助成額等について記載されてご

ざいます。 

 接道部緑化助成については、豊かな緑地景観の向上や防災性の向上、住環境整

備の一環として、道に面した部分の生けがき化等に対して、既存の塀の撤去と生

けがき等の造成費用の一部を助成するものでございます。 
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 屋上・壁面緑化助成、ヒートランド現象や都市型水害などを緩和して、潤いの

ある生活空間を創出するために、平成14年の10月に創設してございます。 

 また、みどりの普及、家庭でのみどりづくりのため、イベントの開催者に苗木

の配布を行っています。 

 一方、区内の農地保全などのため、苗木の育成を営農団体に委託し、区民から

寄付のあった樹木の仮植地として区営苗圃を４カ所運営しているところでござい

ます。そのほか、区立学校の緑地化など、区立施設の緑化工事や維持管理を積極

的に進めております。 

 「みどりを育てる」という部分でいくと、みどりの育成協定であるとか緑地協

定といったみどりに関する協定を区民等と締結するなどして、苗木の供給や補助

金の支給などを行っているところです。 

 また、緑化への関心・意識の向上を目指して、みどりの新聞として「みどりと

ひと」の発行を行っています。 

 あと、みどりのイベント、みどりの講座などを開催しています。さらに、お子

さんのときから、みどりを初めとする自然を大切にする心を育むことを目的とし

て、小学校５年生向けの緑化副読本として、「みどりとわたしたち」を作成し、

配布してございます。 

 平成14年に、21世紀ビジョンで、区民がつくるみどりの都市杉並の実現に向け

て、自らの発想と生活者の視点から、地域のみどりを守り、増やし育てていくこ

とを目的に、「みどりのボランティア杉並」が活動を始めてきたところです。詳

細についてはそれ以降に書かれてございますが、「みどりの基金」も区民、事業

者等の寄付金を区内のみどりの保全・創出に活用するために創設し、運営、寄付

活動をしてございます。 

 区民の緑化に関する相談にこたえるため、区立塚山公園に、図書閲覧コーナー

を備えたみどりの相談所を毎週土曜日、日曜日に開催しているところです。公園

の一角には、緑化モデル園、生け垣の見本などを掲示してございます。詳細につ

きましては、それぞれ「みどりのボランティア杉並」の活動、「みどりの基金」

の内容、「花咲かせ隊」を初めとする住民組織による花壇管理、「公園育て組」

の始動等、細かいことについては後ほどご質問等でお答えしたいと思います。 

 みどりの調査・企画としましては、「杉並区みどりの基本計画」の目標を実現

するために、区内のみどりを取り巻く社会情勢や将来動向の予測をしつつ、緑化

の対策を講ずるための調査・企画の充実を図っております。条例では、おおむね
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５年ごとに、区内のみどりの実態を把握する「みどりの実態調査」を実施し、そ

の結果を緑化施策の見直しなどに活用して、これまで、19年の環境白書ですの

で、14年の７回実施ということですが、19年度環境清掃審議会でも７月ごろの報

告をさせていただきましたが、19年まで８回実施しております。 

 新たな緑化施策としては、「杉並区みどりのベルトづくり計画」、「みどりの

リサイクル計画」などを策定し、平成17年には「みどりの実態調査」の結果やこ

れまでの変化などを踏まえて、既定の緑化施策の見直しや再構築をするなどし

て、「杉並区みどりの基本計画」の一部を改定してございます。 

 「みどりの実態調査」の内容につきましては、これは14年のデータでございま

すが、大きく言えるのは、樹木被覆地は増加しておりますが、草地・農地につい

ては大幅に減少してきているというのが実態でございます。 

 次のページに樹木調査の結果が出てございますが、形態別の樹林の構成として

は、公的樹林に対して私的樹林の面積が非常に多いというのが実態でございま

す。 

 接道部については、区内の道路に面した部分の調査を平成９年度から実施して

ございますが、平成14年が２回目でございます。内訳としては、記載のとおり、

植え込み地等が約８％、緑化フェンス等が７％、生けがき等が2.8％など、接道

部全体の19.5％が平成14年の段階では緑化されております。緑化が可能な部分は

約43％ございます。というのが14年の実態調査の結果で、左側に接道部の緑化状

況がお示ししてございます。 

 みどりについては以上で、簡単ではございますが、私の説明をこれで終わらせ

ていただきます。 

まちづくり推進課長  続きまして、杉並区景観条例の概要についてご説明を申し上げます。まちづく

り推進課長でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料は、「杉並区景観条例の概要」ということで、Ａ３横型のカラー印刷の１

枚の紙をご用意してございますので、そちらをご覧いただければと思います。

こちらは、景観条例ということで、昨年20年４月、第４回区議会の定例会でご審

議をいただきまして、条例可決をしたものでございます。昨年の12月９日に公付

してございます。施行につきましては、東京都の景観行政団体を譲り受けた後の

施行ということで、ことしの４月を目途に現在東京都と調整中でございますが、

その概要をご説明申し上げます。 

 まず、右側に杉並区の景観の現状を書いてございます。皆様のご存じのとお
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り、みどり豊かな住宅都市あるいは善福寺川などの河川が流れる景観、そしてＪ

Ｒなどの駅のにぎわいのあるまちというような杉並区の特徴がございます。その

ようなものを守り、育てていくという考え方を持ってございます。 

 また、これまでも杉並区、条例をつくる前から景観・まちづくりについては取

り組んでございまして、荻窪の大田黒公園の周辺地区などは積極的に取り組んで

まいりました。そのほか、「まちデザイン賞」などを行ってございました。この

ようなものの根拠ということでも景観条例を考えてございます。 

 さらに、下のほうに、景観法の制定と書いてございますが、平成16年に景観法

が制定をされてございますので、それを根拠にして今回条例をつくったものでご

ざいます。 

 条例の主な内容といたしまして、中央部分の青い部分でございますが、まず景

観法に基づく景観計画というものを定めることにしてございます。具体的な景観

計画の中身については、これから平成21年度に策定をするという作業を考えてご

ざいます。 

 ２番目に、届け出をしていただくような形を考えてございます。一定規模以上

の建築物などにつきまして、区民の皆様から届け出をしていただき、配置とかデ

ザイン、色彩などについて一定の基準に従っていただくようなことを考えてござ

います。 

 中ほどに参りまして、景観形成指針ということで、大規模な建築物あるいは公

共施設などにつきましては、周囲に与える影響が大きいものですので、一定の指

針をつくりまして、基準を示させていただく予定でございます。 

 大きな建物につきましては、事前協議という制度をつくりまして、かなり早い

段階から区と事業者と協議をしていただくという仕組みを考えてございます。 

 景観法に基づきまして、景観重要建造物という指定制度を導入いたしまして、

住宅都市の歴史を受け継いでいきたいと考えてございます。 

 そして、仕掛けとして、そういう事前協議あるいは景観重要建造物、景観計画

などをつくる際に、第三者機関としてご審議をしていただく景観審議会を設置す

る予定でございます。 

 下のほうに参りまして、自主的な規制ということで、景観法に基づきます景観

協定を締結できるような仕組みを考えてございます。 

 そして最後に、表彰制度を、これまでも表彰は行ってまいりましたが、条例に

明記をしてございます。 
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 このような主な内容を条例として規定を既にしてございます。特に右側のほう

に参りまして、景観計画の策定ということを想定してございますが、具体的な施

策、目標、基本方針、あるいは工事の規制に関する基準などにつきましては、景

観計画で定める予定でございまして、こちらにつきましては、先ほども申し上げ

ましたが、平成21年度にこの条例をもとに景観計画の策定に取り組む予定でござ

います。その計画を一定の手続を経まして策定をさせていただいた後に、具体的

に景観事業をまた進めていけるものと考えてございます。その結果、みどり豊か

な美しい住宅都市杉並の継承と創出を積極的に取り組んでいきたいと考えてござ

います。景観計画の主な内容といたしましては、以上でございます。 

環 境 課 長  今まで説明させていただいたみどりの関係については、基本目標Ⅲの関係とい

うことでご理解いただきたいと思います。 

 景観に関して、基本目標Ⅳについては取り組みの方向が２つございますので、

その中の今の景観に関しては取り組みの方向２ということで、「個性と美、やす

らぎに満ちたまちなみをつくる」取り組みということでご理解いただきたいと思

います。 

 最後になりますが、基本目標Ⅳの中の取り組みの方向の１、「美しく清潔なま

ちへの取り組み」ということで、区としてどういう取り組みをするかということ

でいろいろなことがあります。特に今日お話しをするのは、路上禁煙地区という

ことで、安全美化条例と書いてあるパンフレットと、路上禁煙地区が６カ所ある

というチラシの資料をご覧ください。これは取り組みの中で、平成10年につくっ

た「清潔で美しい杉並をみんなでつくる条例」を改正して、平成15年10月１日に

「杉並区生活安全及び環境美化に関する条例」として施行しています。 

 路上禁煙地区が、区内に６カ所指定をさせていただいておりまして裏面を見て

いただきますと、ＪＲ４駅、井の頭線の高井戸駅周辺、西武線の上井草駅周辺と

いうことです。その部分についてはたばこを路上で吸ってはいけないという規定

になっています。 

 そこでは、過料を取る規定がございますが、今現在のところ過料を取る規定を

適用していないというものでございます。歩きたばこは、区内全域でしてはいけ

ないという規定になっていますが、路上禁煙地区では歩きたばこ以外、そこで立

ちどまって吸ってもいけないということになっていまして、そこについては罰則

として過料を取る規定が制定されていますが、適用されていないというものでご

ざいます。  
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前回、委員から「できているものと、実際実施されていたがうまくいっていな

いものはどうか」とご質問がありましたが、その辺については今回ではなく、次

回、論点整理等含めて一緒に説明をさせていただいて、今度まとめのほうで実際

に皆さん方のご意見をいただきたいと思います。 

 今日もう一つ配らせていただきました区民アンケートの調査結果、前回ご意見

がありましたその類型ですか、属性別の傾向を若干とらせていただきましたの

で、説明させていただきたいと思います。 

コンサルタント会社  アンケートの説明をさせていただきます。 

 まず、「区民意識アンケート調査結果」ということで、改めて前回速報でお出

ししましたものの確定の数字を、こちらの「区民意識アンケート調査結果」でお

示しさせていただきました。これについては、基本的な傾向は前回と大きく変わ

っておりませんので、改めてご確認いただければと思います。 

 もう一つ、「アンケート調査結果 追加資料」ということで、前回のときに職

業別で傾向がどのように違うのかというご指摘をいただいたのと、杉並区環境基

本計画の認知状況がどのような属性で高くて、どのような属性別でそこら辺どう

なっているのかということをご指摘いただきましたので、こちらにつきまして

は、職業の比較は全部比較をしてしまいますと膨大な量になってしまいましたの

で、今回は「杉並区の現在のイメージ」と「今後望ましいイメージ」、「住まい

周辺の環境の比較」というところで、現在と10年前との比較を出させていただき

ました。 

 結果の追加資料だけ簡単に説明させていただきますと、まず「現在のイメー

ジ」ですと、ご指摘があった専業主婦のところで、「だれもが安心して暮らせる

まち」と、「にぎやかで活気あふれるまち」というのが若干全体に比べると割合

といいますか、ポイントが低いというところが見受けられました。 

 次に、「住まい周辺の環境に対する満足度」というところで、各個々につきま

しては高いところ、低いところ属性別にありますが、全般的に見ましたところ、

自営業の方が各項目で比較的評価がからいといいますか、満足度が全体的に見ま

して低目かなという傾向が見受けられました。 

 こちらのほうは、ページが10ページぐらいまで飛んで失礼しますが、「10年前

との比較」につきましても、自営業の方が全般的にトータルで見ますと、各項目

で全般的に評価が低かったかなというところが見受けられました。 

 最後、18ページの「総合評価」につきましても、自営業の方のみ平均よりはマ
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イナスになっているということで、ご指摘があった専業主婦の方というよりは自

営業の方で全体的な評価がちょっと低目かなというところがありまして、これに

ついては他の職種も含めまして、計画のほうにどのように反映させるかというこ

とを事務局の区の方と相談させていただきながら、整理をさらに進めさせていた

だきたいと思います。 

 「望ましいイメージ」につきましては、逆に、専業主婦の方のところで、「だ

れもが安心して暮らせるまち」がほかよりも高目には出てきているというところ

で、ここでは自営業の方が特徴的にどこがというところはなかったです。 

 続きまして、20ページに参りますが、杉並区環境基本計画の認知の状況を各属

性で比較しますと、(2)の年代別のところで、年代が高くなるにつれて、「内容

は知らないが聞いたことはある」という割合が高くなっていると。職業ですと、

主婦の方が比較的に「内容は知らないが聞いたことがある」ということが高いと

いうような状況です。 

 最後のページになりますが、同様に居住年数でも、居住年数が高い方のほう

が、「内容は知らないが聞いたことはある」というところが高くなっているとい

う傾向が見られました。 

 今回の結果を踏まえまして、さらに属性別であるとか、あと地域別というとこ

ろを深く見ていきまして、計画にどのように反映させるかをご相談させていただ

きながら、有効に活用していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしま

す。以上です。 

部 会 長  よろしいですか。それでは、順番で、まずみどりの自然環境の保全から入って

いきたいと思います。 

 これにつきましては、今日ご説明がありましたが、20年度の白書の実績という

のがありますね。これで数値的なものは一応一部入っていたのですが、先ほど定

性的におっしゃったように、樹木のほうは増えているが、農地は相変わらずこの

５年間でも減ってきているというお話で、特徴としてはそこだと見ておけばよろ

しいですか。 

 それでは、今のご説明も含めまして、基本計画書、それと前回送っていただい

た19年度の実績にありますこの間の傾向、20年度の白書での実績、この辺を踏ま

えながらご質疑をいただければと思いますが、どなたかからご発言ございますで

しょうか。 

 前回の段階で、基本目標ということについての構成は変える必要はないという
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ことで、この基本目標のⅢにつきましては、連続したみどりの保全・創出をする

仕組み、それと自然生態系の調査の仕組み、みどりや自然に親しめる仕組みとい

う形で組み込みの方向が書かれていたように思いますが、まずその連続したみど

りを創出・保全する仕組みということで制度を整える、樹林や農地を守るという

内容が計画書のほうには書いてあります。この前回のこれが一番わかりやすいと

いうか、網羅的には出ていると思いますが、この辺を見ていただきながら、Ⅲに

ついて、どういう評価、あるいは今後の検討課題があるかということについて、

ご意見をいただければと思いますが、どうでございましょうか。お願いします。

Ｋ 委 員  今、Ⅲについてということでしたが、その前に、Ⅲ、Ⅳのこの構成でいいかと

いう話にまた戻して申しわけないと思うのですが、ちょっと見直しまして、Ⅲと

Ⅳと続けていきますと、Ⅳの例えば99ページのあたりに、また「景観に配慮した

道路、公園や水辺の整備」ということで、「みどりのボランティアに参加しま

す」とか、ⅢとⅣでまた同じようなことが繰り返し出てくるような印象がありま

して、今のは一例ですけれども。それで、よく内容を詳細に見ていきますと、Ⅲ

のほうは、みどりの育成や今のみどりの保全、川を美しくして、生き物を育てよ

うというような方針で、Ⅳのほうは、それに対してごみを捨てないとか、とにか

く環境をクリーンに保とうというようなことの違いなのだなということが読んで

いくとわかったのですが、この表示だけ見ていると、ⅢとⅣの違いというのがわ

かりにくいところがあると思いましたので、もう少しⅢとⅣの違いをはっきりさ

せるような見出しのつけ方、項目のつけ方みたいなものを考えられたらどうかな

ということを一つ思いました。 

 それで、例えば97ページにあります取り組みの方向の２の一番上、次につける

中見出しみたいなもので、「自然的、歴史的、文化的景観資源を守り、生かす」

というような言葉がございます。この言葉は、もっとトータル的な意味で、例え

ばⅢ、Ⅳを含めても言えることだと思うのです。「自然的、歴史的、文化的景観

資源を守るまちをつくる」というような大きな見出しの中で、このⅢとかⅣのも

のが含まれると言ってもいいぐらい、例えば今言った言葉は総括的な言葉ととれ

ますし、逆に言うと、もっと漠然とした言葉なものですから、その中でこういう

97ページの項目が入っているということがどうなのかな。何を言いたいのかとい

うのがこの項目だけですと、よくつかめないところがありますね。 

 何かまた蒸し返す意見かと思ったのですが、例えば、自然的資源を守るという

ことはもうⅢのほうにどちらかというと入れるというか、ここの例えば97ページ
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でしたら、「歴史的、文化的景観資源を守り、生かす」というような項目ですと

Ⅲとの違いがわかりやすいなということを考えました。以上です。 

部 会 長  今のご意見について、どなたか関連でご意見いただけますでしょうか。 

 お願いします。 

Ｅ 委 員  今、Ｋ委員がおっしゃったので、また同じようなことが出てきているのです

が、例えば99ページの「みどりのボランティアに参加します」というのではな

く、ここのところは前のほうで出ていて、清掃ボランティアの人もすごくいると

思うので、もし道路や公園やらいろいろ景観に配したなら、むしろ「清掃ボラン

ティアなどに参加します」。もちろんこの上のほうに、「わがまちクリーン大作

戦」というのが出ているのですが、そのほかにも町会の人も、すぎなみ環境カエ

ルくらぶの人も清掃をやっているので、特に「みどりのボランティア」じゃなく

て、「清掃ボランティア」でもいいのかなというようなことも思いました。 

Ｇ 委 員  どうでしょうか、この点についてご意見はございますか。 

 どうぞ、お願いします。 

Ｍ 委 員  この本の基本計画書の14ページを見ていただければ、特に、中身がダブるとい

うこともあるでしょうけども、ここでは明確に、要は言いたいことが入っている

のではないかなというのが私の考えですが、どうでしょうか、皆さんは。 

Ｌ 委 員  要は、今のお話は今どこまで具体的な表現をしていくか、見直しの提案がある

のかというそのレベルの問題だと思うのです。前々回でしたか、前回でしたか、

各事業ということで、１番から二百何番でしたか、というレベルの細かさのとこ

ろは、区で具体的に項目として策定していくという基本的なところがあったと思

うのですね。 

 その中で、では、どこまでかということで、取り組みの方向１、２、３という

レベルと、せいぜい細かくしてもその下のレベルまでだということですよね。そ

ういうところをいうと、やはり十三、四ページのこの体系、ここの両括弧及び丸

ナンバーのところレベルぐらいが、少なくともまず部会で審議していくレベルか

なと思うのです。今ダブっているというのが出てくるのはその次の段階で、当然

出てくるところもある意味では仕方ないと、私は理解しています。 

部 会 長  そのほかの方、何かございますか。 

 私個人の意見で、これは後の集約とは切り離して考えていただきたいのです

が、Ⅲは自然環境を中心に書かれています。Ⅳのほうで、魅力ある快適なまちづ

くりという中に、その基盤としての自然が入らないということは、これもまたあ
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り得ないことですね。歴史的ということで、寺社林などが出てきますが、寺社仏

閣も出てきますが、その中の寺社林とか、水辺についてもその歴史とのかかわり

のある話が入ってきているものですから、余り切り離すということではない。Ⅲ

のほうは、主にその中でも特に自然ということに着目して、それを大事なので言

っておこう。Ⅳのほうは、やはりまち並み、まちづくりという中に自然の話が全

然入らないというのもおかしいと私は思っていました。 

 この中でいうと、Ⅳのほうの(1)の自然的ということと、(2)のところで公園・

水辺の整備という、この辺が直接的に自然とかかわる部分で、項目として入って

いるわけですが、この辺をあえてここから自然という分を捨象して、Ⅲのほうに

できるだけ入れ込むのか、それとも少しダブりがあるが、Ⅲ、Ⅳ両方に景観とい

う意味でのくくりという意味と……まちなみというくくりと自然という意味で、

最低限ダブる部分があってもいいのではないかというところでまとめていったら

どうかなというのが、私の個人的な考え方だったのですが。 

 この中で、主に14ページのところでいえば、(2)の１と２の内容が今ご指摘の

あった後ろのほうのどこになりますか、ここの97ページから入っているところ

で、行政的取り組みのでは「自然的景観資源の保全・活用」が98ページのところ

に組み込まれていると思います。また、99ページのところで、今言った美化活動

の参加者、それと区民の活動のところで「公園整備」と、「みどりのボランティ

アに参加します」というこの２つが入っていますが、再掲ということはあり得る

と思いますが、こういう部分ですね。 

 この辺、ご意見としてもう少し明確に両方の意思といいますか、目標の中の項

目を分けたほうがいいというご意見と、大局この流れで、今ご意見が出たような

形でダブりという意識、とらえ方がなくなるような形でいいのではないかという

両方があるように思うのですが、そのほかの委員の方のご意見ございませんでし

ょうか。これは一つのポイントだと思いますので、今のうちに解決しておきたい

のですが。お願いします。 

Ｆ 委 員  今おっしゃるような形で、このⅢなりⅣなり、そのままの形でいいだろうと思

います。結局、今おっしゃるような形で、自然環境の問題とまちづくりというこ

との中で、それであえて今Ｋ委員がおっしゃるように、若干ダブる部分があるわ

けですが、その項目の中で、例えば何ページの本との関連があるとか、そういう

ことを少しずつ括弧づけででも入れておけば、読まれる方についても、じゃその

部分、97ページなら97ページの関連は例えば四十何ページにあるとか、そういう
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形での理解が深まるのではないかなと思います。 

部 会 長  ほかにご意見ございませんでしょうか。 

 それでは、また議論になるかもわからないのですが、今のような形で、ダブり

と感じられるような部分に関しては、特にⅢ、Ⅳの関係で関連がわかるような形

で表記を入れ、あえてダブっている部分を除くということではなく、今の構成を

中心に改定をご検討いただくということでよろしいでしょうか。 

 では、今の点についてはそういうことでお願いしたいと思います。 

 では、もう一度戻りまして、Ⅲ、Ⅳ、基本計画の14ページのところのⅢ、Ⅳで

見たほうが、我々の議論としてはわかりやすいと思いますが、ここについて特に

基本計画上検討いただくような点があればご指摘いただきたいと思います。 

 まず、このⅢを中心にご議論いただければと思います。前いただいたこのＡ３

の中でいうと、８ページの４と５がその部分に当たると思いますが、これを見て

いただきながら、お願いします。 

Ｆ 委 員  二、三点質問を兼ねてお願いをしたいと思います。１点目は、先ほどご説明あ

りましたとおり、20台以上の自動車駐車場を設置する場合には緑化計画を提出し

ろというようなのが義務づけられたという表現でおっしゃったと思いますが、そ

れをスタートされてから実態としてどうなっているかということを、何件ぐらい

の計画書を提出していただいて、実際にどこまで緑化が進んでいるのかという点

を１点お願いしたいと思います。 

 それから２点目に、これも質問ですが、樹名板づくりという言葉がどこかに出

てきたと思いますが、杉並としてはちょっとおくれているのではないかなと。も

っといろいろなところで、私たちも公園なり何なり散歩したら、「あ、この木何

の木だろう」と思いながらも、わからないとそのまま通り過ぎてしまいますが、

あの何とかという木はプレートがついていて、「あれよかったね」という印象が

あれば、それなりにやっぱりみどりに対する区民の関心というものが深まってく

るだろうという面で、樹名板づくりの呼びかけをもう少し積極的にお願いできた

らいいかなと思います。２点目です。 

 それから、もう１点、これも質問になりますが、先ほどから緑被率という言葉

が出てきますが、それ以外に、これは環境基本計画になると、よく似たような言

葉が３つ４つ出てくるわけです。私もよくわからないのですが、緑被率以外に、

緑視率という言葉があります。それから緑化率という言葉があり、さらにここの

区の中には緑地率という言葉があります。その辺あたりも、例えば今すぐ答えて
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くれとは言いませんが、この最後のところに、この４つの用語の説明の中に定義

を入れていただいたら、わかりやすいと思います。 

 私は緑被率しかわかりませんが、６月の晴天の日に飛行機からこうやってとい

うかですね。ただ、問題は、緑被率といった場合に、例えば１メートル四方の土

地、裸地があって、そこに木があって、直径２メートルの園芸をつくると、緑被

率は3.14倍になるのですね。そうすると、今の二十何％と言われても、果たして

それが本当に環境のためにいいのかどうなのか。もう少しやっぱりその辺の、い

わゆる雨水をそのまま地下に浸透させる、返すというような面からのその辺の表

現の仕方というものがあるのではないかなと思いましたので、こんな質問をさせ

ていただいたと。以上です。 

部 会 長  どうでしょうか。 

 確かに、この基本目標のところでも、現状のところでも緑地率、緑被率、いろ

いろな目標値が書いてありますが、これはどうでしょうか。それを含めて今のご

質問にお答えいただけますでしょうか。 

みどり公園課長  幾つかいただいて、幾つか用語があることについては、定義をしてきたほうが

いいという話はもっともかなと。ただ、緑被率というその意味合いがどうかとい

うよりは、23区どこも緑被率については大体調査を行って、比較データがある面

でいけば可能であるというのと、先ほども申しましたように、48年から実際に調

査をしてきていますんで、経年変化が見やすいということで、緑被率をみどりの

覆われている部分の指標と。 

 おっしゃられるように、例えば個人の敷地の中にあるものが道路に出ていれ

ば、その部分もカウントしますし、隣の敷地に出ている部分も当然カウントしま

すので、それがおっしゃられるようにすべて自然面であるかどうかというのは、

建物を、特に杉並区の場合は２階建てより高い建物が少ないですから、それより

大きな木が家を覆っていれば、当然その下の部分は構造物だったりする場所も最

近では多くなっている。昔は木の下に家を建てるよりは、空き地のほうが多かっ

た時代があったという部分でいけば、先ほど申しましたように、草地であるとか

農地が大幅に減って、樹木被覆地が増えているというのはそういう状況をあらわ

しているのかなとも思っています。 

 用語については、確かに、緑被率、緑化率であるとか、緑地率であるとかとい

う細かい説明は、また定義等をもし入れられるようであれば、どこかに入れさせ

ていただく。ただ、大きな、ほかとの比較が可能であるとか、区として経年的に
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とっているという指標としては緑被率が一番わかりやすいというだけで、それが

実態をあらわしているかどうかというのは、おっしゃられるように、それはあく

までも指標とご理解いただきたいかと思います。 

 20台以上の駐車場の義務づけについては、条例改正した後からまだ年数的には

ここ一、二年ということなので、いろいろな意味で、これは駐車場単体として

は、やっていますが、20台以上の駐車場というのは、今既にあるものの届けが出

るわけではないので、新たにつくる場合の届け出をいただく件数というのはそれ

ほど数的にはないと、具体的な数字は今手元にないので、調べさせていただい

て、後で報告させていただきます。 

 さらに言わせていただくと、緑化できる面積も、例えば建物の場合は建物以外

の敷地に対して一定割合ということでお願いはしているのですが、駐車場の場合

は、車を止めたり、利用できる以外のスペースの中で可能な限りの緑化をある程

度基準として設けてお願いしているというのが実情かなと。もう一度調べさせて

いただいて、お答えさせていただきたい。 

 樹名板という話がありましたが、主にはボランティアの方と一緒に、樹名板制

作というのが非常に取っかかりとしては皆さんやりやすいということで、地域大

学の講座の中でも樹名板つくっていただいたり、それをどこかにつけていただく

という活動で、区として、例えば公園を新たにつくるときに、なかなか今予算が

つかないので、樹名板つけられないところもありますが、そういった活動の一環

として区民の方とつくっていくというのが今の状況とご理解いただきたいと思い

ます。 

部 会 長  どうぞ、お願いします。 

Ｌ 委 員  今の話に直接は余り関係ないかもしれないのですが、先ほどの取り組みの現状

と課題ということで、ご説明、ご報告がありましたが、この中で１点、だからど

う考えればいいのかなというようなところを感じたのですが、緑被率が増える、

増えてきた、いいことだ。で、どういう理由で増えたかというと、木が経年で大

きくなったから緑被率が増えたのだと。それはもっともなことと、当たり前のこ

とであって、そういうとらえ方でいいのかなと思ったのが１点です。 

 もう１点は、草地・農地が減っていく、これもやむを得ないことだろうと思う

のですが、ここの現状と課題の中で、どれも当たり前だ、やむを得ないというこ

との報告なので、これをこれからどうとらえて展開していくのに役に立つのかな

と思うと、いま一つ非常にこの内容というのが利用しにくいと思うのです。 
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 この緑被率のとらえ方というようなものはそのとおりですが、もともとそのく

らいに10年後にはなるという計画は持てるわけです。ＣＯ２、あるいは都市の景

観は年々変わっていく、ある意味よりよくなっていくというのは、最初に小さい

苗木１本植えたときにわかっていることで、その辺をどうとらえていて、これだ

けよくなったと評価するのが本当はいいのではないかなと思うのです。一気に最

初の姿ということもないのでしょうが、その辺をこれから組み込んで、景観がよ

くなったとか、自然環境が保全されているというような考え方にしないと、最初

から見えている、100年後にはこうなるよというのはわかるわけですが、だから

よくなったと、今現在評価しつつ進んでいいのかなと思ったのです。その辺を踏

まえた基本目標の設定の仕方にするのがいいな、しておきたいなと、この内容か

ら思いました。 

 それと、この中に具体的には触れられていないのですが、基本目標Ⅲの(3)の

①、②、③、この辺になるのでしょうか。この①、②、③の次の３けたの項目に

なるのかもしれませんが、具体的にどの地域を水などに触れ合う場とできるの

か、するのかといったところまで踏み込んで、その辺も長い視点でここまで進ん

だという評価をしていくというのも、今現在の目標設定の項目に適切ではないか

と思うのですが、その辺を踏まえてつくっていくのがよろしいのではないかと思

います。以上です。 

部 会 長  関連で、どうぞお願いします。 

Ｃ 委 員  まず、水に関してですが、みどりだけではなくて、みどりと水のネットワーク

ということで、ここにⅢで記されております。杉並区には水源の源流がある川が

２つあるかと思います。ほかにも神田川とか、玉川上水とかもございますし、非

常に川という環境的には恵まれている区ではないかな、というのは杉並区の特徴

の一つにもなっているかと思うのです。ですから、それを生かしたいろいろなま

ちづくりとか対策というのは、やはり環境基本計画の中にも一つ重要な位置を占

めてくるのではないかと思っております。 

 そこで、川についてここでいろいろ政策が立てられておりますが、やはり一番

基本というのは水質の問題だと思っているのです。川の水がきれいになりません

と、身近な水辺というようなことを進めようと思っても、それはなかなかうまく

いかないのではないかと思います。 

 したがいまして、私、前に申し上げましたが、水質の問題で一番ネックなの

は、合流式下水道からの雨天時の排水、これがやはりどうしてもネックになって
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きます。この問題について区として対応をしていくということが、この基本計画

の中でも求められてくるのではないのかなと思っておりますので、この辺をこの

計画の中に盛り込んでいただきたいと思っております。 

 もう１点はみどりのほうですが、このみどりの中の一つの政策で、みどりの寄

付制度ですか、引っ越しなどに伴って伐採されてしまう樹木を区に寄付してもら

うという制度が一つございますが、これがどの程度実際に動いているのか、この

辺のご説明をしていただきたいと思います。 

 というのは、私の家、永福町にありますが、すぐ前のかなり大きな、うっそう

たる大きな樹木が生えている庭があった住宅があったのですが、最近それがすべ

て伐採されて売られてしまったと。きれいに更地の状態になっているのですね。

本当に一抱えもあるようなカエデの木とかそういうのもあったのですが、残すの

かなと思って見ていましたら、結果的にはすべてなくなってしまったという状態

です。 

 樹林地が広がっているというお話で、それは確かにそうだと思うのですが、そ

の樹木、みどりの質からいったときに、古くからある、もう何十年もたっている

ような立派な木がかなり伐採されてきて、新しく区のほうで植えられた木とか、

そういうまだ小さな木ですか、そういうのは面積としては増えているのかなと思

いますので、やはり今までの個人の家などにあるそういう立派な樹木、そういう

ものの保存というのもぜひ必要かと思っております。以上です。 

部 会 長  ここで切らせていただいて、最初のＬ委員のご提起は、いわゆるこのⅢの計画

の中で、もう少し計画的に動かせる部分というものをはっきりすべきではないか

ということに近かったという気もするのですが、農地面積が過去10年でも３分の

１ぐらいに低下している。草地と農地で、3.云々という数値が今1.3、1.4ぐらい

に減っているという。10年でも３分の１まで落ちてきているという、こういう流

れに対してこの基本計画の中でどういうとらえ方をするのか。 

 それと、今のお二人のご意見にもありましたように、樹木の質とか、それから

当然農地が減っていく、あるいは建物が建てかえられるという中で、既存樹木と

いうものがかなり欠損していくということはあると思うのです。非常にお金がか

かって、区が対応していただけないというのは私が住んでいる区でもあるのです

が、この辺についても含めて、計画的にどういうふうにみどりを守るのかという

ことがもう一つ必要ではないかということ。 

 後のほうのご質問では、水系環境の問題の中で、前、公害のところでも出まし
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たが、水質について、合流管渠の問題が簡単に解決できず、当然区だけでできる

ことではないと思うのですが、中・長期的な考え方とか、基本的に将来はこうし

ていくのだということをある程度盛り込めないかというのがＣ委員のご意見だっ

たと思うのですが、この辺についてお答えいただけますか。別に結論を出せとい

うことではないので。 

みどり公園課長  わかりました。 

 今、ご指摘のように、一つは、木は植えれば大きくなるという話もあります

が、先ほども言いましたように、緑化計画をお願いして、48年からだんだん基準

を厳しくして、「みどりの条例」を改正してからすべての建築に当たっては区と

して緑化をお願いしているということで、それが将来的に大きくなってきたとい

うか、植えてもらわないと大きくなってはこなかったのです。当然建築主さん、

なるべく経費を下げるという部分でいけば、緑化を区として指導してこなければ

こういうふうにはならなかったのかなと思っています。建物が建っていなくて空

地があっても、すべてにみどりを植えていただけるわけではなくて、駐車場に使

ったりいろいろな形で、なかなか木を植えられていないところを、区としてお願

いして、接道部分を含めても植えていただいてきたとは思っております。ですか

ら、木は植えたら大きくなると言われても、植えてもらわないと大きくはならな

いので、区としてはそれなりに努力を今までしてきたと思っています。それが出

てなかったのかもしれないのですが。 

 質の話で言われると、単純に言えば、確かに言われるように、そういった緑化

をお願いする中で既存の木をもし残さなかった場合には、その緑化計画の中では

なるべく残していただくようにお願いする一方で、残せない場合には、その緑化

基準に合うような形で新たに木を植えていただくというような形を現在していま

す。なかなかその辺が問題で、質という話でいけば、区としても、できれば既存

の木を残せるものであれば残していただきたいのですが、相手先にもそれなりの

理由があって残らないという。 

 あるいは、先ほど寄付樹木の制度がある、制度としてはございますが、なかな

か移植をして、区のほうに持っていくときに、木が移植して活着して、木がその

まま残るかというのは、大きさによる基準もあったり、手をかけるとすると期間

がどうしてもかかったり、時期的なものがあったりしてなかなか難しい場合が多

いというのが実情なのです。それでも、一定程度は区のほうへご寄付をいただい

たり、区内の公園や公共施設に移す場合もあります。 
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 ただ、どうしてもそういうものは大きなものではなくて、直径が、多分大きく

ても、（Ｅ委員が手を使って示した形を見て）そうですね、それぐらいの余り大

きくはないものというふうにどうしてもなってしまうのが実情でございます。大

きい木をどうやって残していくかというのは、区としては大きな課題と思ってい

ますし、ただ、すべての木をどうやって、開発に合わせて残すばかりでなくて、

例えば所有者さんもいろいろな事情の中で残せない場合もありますので、残した

いという方はそれにできるだけ支援ができるように今後考えていかなくてはいけ

ないと思っております。 

部 会 長  Ｌ委員のお話で、少し計画的なものとらえ方というか。 

Ｌ 委 員  ひょっとして誤解されている可能性を今感じたので、私が先ほど申し上げたも

のに補足をしますと、緑被率が上がるというのは、確かに努力をした結果という

のは当然だと思います。努力がなかったら、裸地のままになってしまうわけです

から当然なのですが、植えたときに樹木がカバーできる通常のいわゆる水平投影

面積というかな、あるいは植えることができる裸地面積というのはわかるわけで

すよ。そうすると、中・高木、低木によって、どのくらいまで幅が出るかなとい

うのもわかるわけです。 

 したがって、その辺は計画段階から、何年後には適切な維持管理をやっていれ

ばこのくらいの緑被面積、緑被率はとれるというのは計算上出るわけですね。し

たがって、その辺も加味して、年々、５年ごとの緑被面積が増えたとか減ったと

かいうような評価にとどまらずに、当初から適切な維持管理も評価項目に入れる

し、立ち枯れる場合もあるし、そういうことも含めてとらえるようにして、より

自然環境への取り組みというのが評価できるように目標を考えると、どれだけ努

力しているかというのも見えるのではないかなという意味合いです。そういう意

味合いで申し上げたのですね。そういうとらえ方をしていくのがいいのではない

のかな。ただ、それをとらえるにはいろいろな技術的な問題もあろうかと思いま

す。その辺も含めてどう進めていくのかというのが、３けたナンバーのその次に

なるかもしれませんが、具体的方策になるのかもしれませんが、その辺が私が申

し上げたかったところなのです。というところです。 

 それから、水辺云々というのは、先週申し上げた、長い目で見れば十分余地の

ある緑地があるわけですから、グラウンドですとか、その辺を積極的に取り組む

というスケジュール、手順を考えておいて積極的に取り組んでいく。そうすると

その辺でも、グラウンド、みどりからいうと裸地ですよ。裸の土地は木を植えれ
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ば緑被率は上がるのですね。といったようなことだとか、親水というような意味

合いからも、計画の立て方によっては水などに触れ合う場というのが非常に有効

に増えていくということになるので、そういうことを今後も含めて目標を設定し

ていくのが、私はいいなということです。 

部 会 長  そろそろ時間も１時間ちょっとたっています。まずⅢについてですけれども、

大きい枠組みは変える必要はないということで、取り組みの方向として、ここで

はⅠ、Ⅱ、Ⅲという形で書かれています。保全・創出する仕組み、取り組みとい

うことと、Ⅱで、自然生態系の調査への取り組み、Ⅲで、みどりや自然に親しめ

る取り組みという、大きいことの中に各項目が３項目ほど入っているという体系

になっていますけれども、ご意見としては一つ…… 

Ａ 委 員  もうまとめに入ってしまうのですか。 

部 会 長  あ、まとめと言いますか、どうぞ、お願いいたします。 

Ａ 委 員  言わせていただいていいですか。まとめに今入ってしまうみたいだったので。

 今、Ⅲの項目の中で、赤いのがついているのが５つあるのですが、この中で今

多分緑被率、とても努力されて、前期のときの緑被率を設定するときに、環境清

掃審議会で二十幾つ、22とか低い数値を出されてきた。25に、意見を申し上げて

いただいて、すごい努力をされているという評価をしたいと思うのですね。それ

で、その結果もやっぱりついてきていると思うのです。地道な努力、とても実っ

ていると思うのです。 

 でも、今この中でとても大きな問題で、特別保全地区というのが指定検討と書

いてありますが、これが今区内は多分これ、検討で未実施ですから、ゼロという

ふうに理解してよろしいのでしょうか。まず一つ。 

 それで、もしゼロであるならば、例えば、これを検討ということがあるという

ことは、区内にその対象予定地というか、可能性のある土地という、民間のもの

だったり何かするのだと思うのですが、そういうものがあるのであればどの程度

候補地があるのかどうか、その辺も知らせていただきたいのと、できればやっぱ

りこの辺一つ指定することによって、そういうもの企業のグラウンドが例えばな

くなってしまうのが多少でも足かせになれば、とても大きな一発逆転みたいな数

値になると思うのですね。悪くなる方向に対して足かせができると思うのです。

ですから、こういうものも努力を重ねるべきだと思うので、きちっと見直してお

きたいなと思います。 

 それと、親水プロムナードのところで、計画が９万3,000で約２万増加という
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予定で、これが全くそのまま９万3,000ということ残っていますので、全く未実

施ということで手がつかない状態だと思うのですが、この辺はちょっと状況とし

てはやっぱり大きい数字ですから、しかも水とみどりと一体になった土地ですか

ら、生物の生息環境としてはとても大事なところなので、ぜひこの辺も前向きに

努力すべき目標の中で最優先科目かなって私どもは思うのですね、通常の。先ほ

どＣ委員が言われたように、善福寺川、例えば子どもたちの環境教育やってい

て、とても水質が悪いときの状況とかありますので、そういうものを含めて、分

流化ということをかなり前向きに持っていきながら、こういうものを長期的に整

備していくべき優先課題だと考えています。この辺の再度の確認。 

 もう一つ、農地・草地がなくなっているという話がありましたが、その辺で

今、最後のところの区民農園のところで、果樹園がなくなってしまっている。区

民農園の面積も実は2,000区画だったのが、今1,749に減っていると。しかも、目

標に2,500区画と挙げていますので、できれば、今区民農園は需要も高いですか

ら、応募は抽選されていると思うので、ぜひこの辺も努力して確保できれば、そ

れだけのみどりを守っていくというか、耕していける。Ｈ委員は、区民農地では

ちょっと評価が違うと言われましたが、少なくとも裸地よりはいいと思いますの

で、その辺、できればこの３点、課題としてはかなり評価して見直していきたい

と思っています。さっきの、公園の緑地のことだけちょっと。 

みどり公園課長  特別緑地保全地区、制度的に言えば、凍結保存型の制度でございます。建物

は、そこにある建物しか建ちません。それ以外のものは、木竹の伐採にしてもす

べて規制がかかります。所有者が持っていたとしても、ほとんど利用の可能性の

ない土地になるということで、区内には今１カ所ございます。大宮八幡一帯が特

別緑地保全地区に指定されてございます。その一部に、家の宅地が３カ所あるの

が、今、杉並区内の特別緑地保全地区です。 

 最近では、昭和48年に都市緑地保全法ができた当初にできて、その後、昭和51

年ぐらいに都市計画の変更をかけて、東京都が都市計画公園の見直しをかけて、

特別緑地保全地区にしたのが大宮八幡を含めて、何カ所か都内にはございます。

ただ、実態上規制がかかっていて、規制がかかっていたものについて区域がなか

なか解除できないと。その場合、不利益の損失補償をしたり、あるいは買い取り

申し出があった場合に、特別緑地保全地区を保全するということで買い取るとい

うような制度で、現在23区内では、一昨年の12月に練馬区がその屋敷林一帯を特

別緑地保全地区にかけたというのが一つ事例ではございます。 
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 なかなか、そういった意味で規制がかかっていますので、所有者さんの同意が

ないとできないという制度ですが、その樹林を残したいという所有者さんの思い

があったりする中で、相続税の評価額は８割減免になるということで、樹林地を

残す一つの制度としては有効と考えていますので、今後も区としては検討という

ことで、指定はできていませんが、当然樹林地の保全の一つのカードとしては持

っていきたいと思っています。 

 あと、２つありましたよね。水辺の話は、これ担当所管が違うので、数字が合

っているかどうかわからないのですが、当然ある程度プロムナード整備ができる

ところはかなり進んではきています。一方で、水害があって、今河川監視をかけ

ている場所であったりとか、あるいは善福寺川の上流部のように沿道の整備が難

しい箇所とかありますので、なかなかすべてはできないのかなと。できるところ

は、これまでも神田川沿いにしても、善福寺川沿いにしても、区としてはやって

きていますので、今後もそういった河川改修の中で進められていくと理解はして

いるのですが、なかなか進んでないというのが実情なのかと思っています。 

 区民農園もまた所管が違うのですが、当然これも生産緑地をお持ちの方がお貸

しいただいたものを区として整備して、区民の方に抽選で２年間ですか、お貸し

している制度ですが、ここのところで大きなところが諸般の事情で返すようにな

ったりとか、そういったことがあって目標面積に達してない部分とか。区として

はそれなりに地主さんのほうからオファーがあれば、積極的にやっていきたいと

考えているというふうに、所管ではそう対応はしてきているかな。 

 ですから、なくなる分をほかで補填したりとか、去年、今年にかけても、区画

的には目標値には達してないですから、新たにつくったりとかしていますので、

なかなか農業をやられている方が、区に無償でお貸しいただくという機会がない

もので増えてないのかなと思っています。それなりに目標に向けては努力してい

くだろうと思っています。 

Ｅ 委 員  これ、ミスプリントではないかと思うところが１カ所ありまして、116番の、

市民緑地の設置というのが未実施ってなっていますが、実施されているのではな

いかと思います。既に市民緑地の中に、この今日のパンフレットにもありまし

て、区内の300平方米云々というのに市民緑地の設置というのも、今年のも入れ

ると３つ目ができているはずなので、実施だと思うのですが、いかがでしょう

か。５ページです、既にたしか私の知っているところによると、もちろんここに

２個書いてあるし、３つ目が井草のほうにも今年できたはずです。 
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環 境 課 長  調べてみます。 

Ｅ 委 員  だって、ここにちゃんと市民緑地ってもうパンフレットにも出ていますよ。だ

から、当然実施ではないのかなと思って。 

環 境 課 長  実施事項になるという。 

Ｅ 委 員  そう、実施だと思うのです。ここに書いてあるし。 

みどり公園課長  いや、たまたま何か変更で抜けていたのだと。 

Ｅ 委 員  だから、きっと間違いじゃないかなと思っています。 

環 境 課 長  それ調べさせてくれますか。 

Ｅ 委 員  はい、今度３つ目がたしかできたはず、井草のほうにも。 

部 会 長  どうでしょうか。この基本目標Ⅲについては、検討の方向は今日の話で出たと

いうことで、積極的な意味でかなり財政的な負担もかかるようなものとか、区民

の方の調整が必要な部分もあるけれども、なかなかできていない部分について、

もう少し計画の中で積極的な取り組みの方向を打ち出す必要があるのではないか

ということも出たと思います。 

 先ほどの善福寺川の水質の議論、こういうのも目標の改定する上での視点とし

ては非常に重要だと思いますので、ぜひ記述いただいて、どういう方向で検討す

るかということを次回にも少し議論していただければと思いますが、よろしいで

すか。 

 それでは、一応基本目標Ⅲは一度置いて、基本目標Ⅳについて、ご意見を出し

ていただければと思います。目標Ⅳでは、「美しく清潔なまちへの取組み」、美

化の話、それとその「個性と美・やすらぎに満ちたまちなみをつくる」という、

この大きく２つの項目が入っておりますが、これについて改定面で特に検討する

必要がある箇所についてご指摘いただければと思います。どうでしょうか。どう

ぞ、お願いします。 

Ｊ 委 員  以前の会で多分お話出ていました、自転車が走れる道を増やすような話という

のは、今のⅢなのかⅣなのかがちょっとわかりにくかったのですが、自転車を使

って、例えば今お話が出ている水辺ですとか、みどりがあるポイント、重点的に

育てているようなところをまた回れればいいのでしょうし、通勤、通学等で自転

車を使うときに、安全面考えてもちょっと危ない、道幅がなさ過ぎるとかいうと

ころがあるのですが、都市景観ということだとやっぱりⅣなのかなと思うのです

が、具体的な項目として、そういう自転車を車に対して増やしていくというの

も、駐輪場を増やすこと以外に可能にしていく基盤というのをつくるというのは
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どこに入るのかなというのをちょっと思った次第です。 

環 境 課 長  それにつきましては、多分、例えば省エネとかそちらの観点から見まして、基

本計画Ⅰというところも、多分自転車を使っていこうという記載があるのだと思

うのです。だから、確かに景観のところでもないことはないと思いますし、車で

はなくて、そうすると逆に排気ガスを少なくする、Ⅱになるものもある。すべて

それぞれに関係あると思っています。それはちょっと今後、新たにつくるとき検

討はしていきたいと思います。 

Ｊ 委 員  今のお話で、結果として排気ガスが減るとか、そういうことは当然あると思う

のですが、それをやっていくのに計画がないと、多分、道路側での計画ですと

か、水とみどりとあと歴史的な遺産、遺跡とかそういったものをあわせて、例え

ば自転車で回りながら回れるポイントを結んだサイクリングロードなんかは、大

体自治体でやられているところ多いと思うのですが、せっかくそのみどり、水を

守るというか、増やしていこうとするときに、そこに学習のときにも行けるし、

日常もそこを通っていけるというような計画自体のほうで見ておかないと、自転

車使いましょうと言っても、物理的に難しいところが出てくるのかなというとこ

ろがあるので、Ⅲ、Ⅳにも入ってくるのかなというのが意見です。 

部 会 長  どうぞ。 

Ａ 委 員  今のＪ委員のお話だと、例えば、取り組み方向の２の、個性と美、安らぎに満

ちたまちなみをつくる。この中に、景観に配慮した道路、公園や水辺の整備とい

うのがありますよね。そこの中に今のものは組み込まれるのが、項目としては、

ただその細目がないだけで、そのあたりを組み込んだような細目に変えていくと

か、そういう考え方があればよろしいのではないでしょうか。 

Ｊ 委 員  多分そんな感じですよね、おっしゃるように。 

部 会 長  駐輪場はどこでも問題になっていると思うのですが、駐輪場の整備自体がまち

なみの中でも問題になると思うのですが、どこかに入っていましたか、駐輪場自

体の整備の議論というのは。104ですか。 

Ｋ 委 員  104です。 

環 境 課 長  環境基本計画だと94ページです、地域の美化を進めるということで。 

部 会 長  その一番下のほうですね。 

 今のお話は、こういった駐輪場整備という話と、それと自然のネットワーク、

水の道とかみどりの道とかいろいろな案がありますね。そういうものを通して、

自転車をどうとらえるかということが視点にあるのではないかということだと思
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うのですが、その辺についてのどうなのかというようなことがございますでしょ

うか。 

環 境 課 長  自転車につきましては、車にかわるものとして自転車を使ってもらうことで省

エネとかＣＯ２など排気ガス削減との関係もありますし、まちなみの中、自転車

のレーンをつくるということもあります。実験しましたこともありまして、方向

としては検討していく必要があると思っています。基本目標ⅠとⅡ、こちらでい

くとⅣ、Ⅲにも関係があるのでしょうか。親水の関係でサイクリングロードを整

備することがあれば、それぞれに自転車については関係あると思いますので、今

後検討はする必要があると思っています。 

部 会 長  今の点はどうでしょうか、どなたか。 

Ｌ 委 員  今の点ですか。自転車の件ですか。 

部 会 長  はい。今のⅣのところで、ＣＯ２の削減とか、いろいろな意味でも関係あると

思いますが、Ⅳのところで、まちなみづくりの中に少しそういうことを検討して

みたらどうかというご指摘だということで、記録しておいていただけますでしょ

うか。 

環 境 課 長  当然、自転車が通るということであれば、標識の設置とかレーンをつくると

か、そういう計画を整備する必要もあるというようなことであれば、基本計画Ⅳ

に関係あるということでいいかと思います。 

部 会 長  それでは、もう一度戻りまして、Ⅳの全体のことで。Ｌ委員。 

Ｌ 委 員  Ⅳのところで２つあるのですが。１つは、今日いただいた、路上禁煙のたばこ

の件です。これは比較的新しいテーマなので、基本的な計画には乗っていなかっ

たのだろうと思いまが、ぜひこの項目は具体的に、取り組みの方向の１の細目の

中に取り入れて進めていただけるようにと思います。なお、これでもう少し具体

的なところまで項目を挙げたいのが、市街地で路上喫煙をしていると非常に危険

があるというところで、そこまで踏み込んでテーマに挙げておきたいなと思いま

す。それが１点です。 

 それから、ごみの集積に関しては、戸別収集等も視野に入っておりますから、

そこまで含めたごみ収集所が適正に管理できるというような中身に見直しをする

のが私はいいと思います。そういう意味合いで必要だと思います。といったよう

なところがこのⅣで気になっているところです。 

部 会 長  たばこについては今のようなご指摘だったということで、ごみについてはこの

131、適正な管理のできる仕組みについては、これは確かに、ごみ処理計画の見
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直しの中で、収集方式との関係で少し見直さなくてはいけない部分が出てくるか

もしれないですね。どうでしょうか、清掃管理課長。 

清掃管理課長  今般改定させていただきました一廃計画の中で、ごみの減量と集積所の美化と

いう形で、戸別収集、有料化等のご提言をいただいておりまして、計画化をされ

検討しているものでございますので、こちらのほうの親計画になりますので、当

然関連してくるものと考えております。 

部 会 長  今日のご指摘では、特にこの131、その上の清掃・補修もあるのかもわからな

いのですが、基本計画の見直しの部分については、この計画の中に反映していた

ということでよろしいですか。それなら、そういう記述にしておいてよろしいで

すか。 

清掃管理課長  そういった意味では、一般廃棄物の処理基本計画の親計画がこちらのほうの計

画になりますので、そちらとの整合性が必要だと思われます。 

Ｌ 委 員 よろしいですか。 

部 会 長  どうぞ。 

Ｌ 委 員  今の、この94ページに書いてある内容、区内のごみの集積所が２万カ所ある

云々というような中身と、指標とそれから目標値、この辺のセットの仕方です

ね、この辺は当然見直されてくる内容だろうと、具体的に言いますとね。もちろ

ん、目標年度云々というようなことは言わずもがなですが。ですから、その辺に

戸別収集に伴った評価の内容が出てくると思うのですね、目標値の設定の仕方に

従って。その辺をぜひ盛り込んで、戸別収集の視点を反映させることができるも

のに見直しをしていただけたらと思います。 

部 会 長  そのほかどうでございましょうか。どうぞ、Ｆ委員。 

Ｆ 委 員  つい最近も新聞で読みましたが、今度、国土交通省が道路整備の指針を見直し

をするという記事が載っておりました。ということは、具体的に言いますと、い

わゆる無電柱化を図るということで、今、杉並区内で電柱が表に出てないという

のは、私の知っている範囲内では、天沼陸橋のところとあんさんぶるの前ぐらい

だろうと思っています。実際にいろいろな記事を読んでみますと、東京の場合に

は、市街下の幹線道路では30％以上はその無電柱化が進んでいるというようなこ

とが入っておりますが、これからずっとその無電柱化を大きく拡大をしていきた

いということの中で、どこの項目の中に入れたらいいかなと思ってこれを見てい

ました。あえて言うならば、140の「まちかどの修景整備」あたりの中にそうい

う項目も１項目入れていただいて、国なり都なりとの協議の中で、無電柱化とい
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うものの推進を図っていただきたいとお願いしたいと思います。 

部 会 長  杉並区の実施計画の中で、無電柱化の事業計画も入っていましたね。その中

で、予算立てを含めて、こんなに少ないのかな。財政全体が厳しい中でやってい

らっしゃるので、大変な話だなと思いながら見ていたのですけれども。実施計画

になったのですね。 

Ｆ 委 員  全国で4,000キロぐらい整備するというような記事出ていましたね。 

部 会 長  実は、項目は入っているのですが、全体予算の中で、一つ一つやるのは大変だ

なという話があると思うのです。その辺どうなのですか。 

環 境 課 長  確かに実施計画のほうに入っていまして、これから含むもの４カ所ぐらいやり

ますかということになっています。これも景観にも関係があることと思いますの

で、今のこの環境基本計画では特にうたっていませんが、その辺は委員ご指摘の

とおり修景に入れるのか、ほかに項目を起こすのか、今後検討させていただきた

いと思います。 

部 会 長  無電柱化は景観の中では大きい要素の一つですので、財政負担、限界もあると

思うのですが、できれば前向きにこういう中に記述していただければと思いま

す。これも検討事項ということで、少なくともこの中で出てくる項目にはしてい

ただけるとありがたいと思います。 

環 境 課 長  今のこの景観まちづくりの中の一つの要素というのですか。 

部 会 長  はい。どうでしょうか、ほかにございませんでしょうか。 

Ｋ委員からどうぞ。 

Ｋ 委 員  今、狭い通りはセットバックして４メートル道路につくっているのですが、そ

ういうことは道路行政のほうになって、こちらの例えば生活道路の景観整備とい

うようなところには含まれないのでしょうか。 

みどり公園課長  所管が違いますが、生活道路の景観整備というのは、商店街のカラー舗装を計

画としてはやっているとご理解いただきたい。 

環 境 課 長  大きい意味では、今委員ご指摘のとおり、道路を広げるということも景観の１

つの要素というので、やり方としてはあると思います。それは、新たにそこに区

としての取り組みに入れるかどうかというのは、これからつくる段階で検討させ

ていただきたいと思います。 

Ｋ 委 員  そのときにいつも思うのですが、火事のときに消防車が入らないとかがあるの

で、区民の安全のために４メートル道路にしてほしいということを常に思ってい

るのですが、セットバックするのに駐車場は含まれないのです。家を建てるとき
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にセットバックしているのですが、駐車場整備のときはセットバックしなくてい

いということで、駐車場のところだけ道路に出ているような形になっているの

で、今の審議で申しわけないのですが、検討するようなところがありましたら、

そこのところも考えていただきたいと思っております。 

環 境 課 長  多分、建築基準法でいういわゆる２項道路、４メートル未満の道路を広げるや

り方としては、建築確認を取るときにやることなので、建築物がない場合につい

てはそれはなかなかできないという状況があって、駐車場は建築物ではありませ

んので、そこの塀も建築物になりませんので、それを下げさせるというのは法的

にも難しいと思います。 

 多分場合によってはその駐車場だけでも指導はすることができる。ただ、法律

に基づいて指導するというのはなかなか難しいので、その辺は今後の課題と思っ

ています。 

部 会 長  どうぞ。 

Ｊ 委 員  今の、駐車場のお話で、最近タイムサービスとか、小さな空き地になって、と

りあえず平地になったところに駐車場をつくって、時間幾らというのが増えてい

るのですね。自分の周りも増えているのですが、それで思いますのは、景観の面

でいうと、非常に見ると気持ちが落ちるというか、消耗する感じのものと、それ

で夜、夜中もずっと明るいのですよ。物すごく、看板ですかね。多分、近隣の方

というのは、夜中じゅう照らされているような家も見ますし、駐車場というの

は、今お話が出たのでコメントするのですが、このまま増えていくのだとしたら

何らかの対応が要るのかなと。すさんだ気が、見ると非常にするのですが、需要

はあるのだと思うのですけども、それはコメントとしてだけ言います。 

 それと、さっき手挙げましたのは、カラスの対策が地域の美化の中でありまし

て、生ごみと当然関連されるのだと思うのですが、自然を増やす、みどりを増や

す、見ていますと、立派な木、見ても落ち着くような誂え向きな木には大抵カラ

スも来ていますし、そのカラスというのが、例えばＥ委員がやられている、みど

りのことやっていられて、どういう扱いをすべきものなのかというのが。 

 ここで言うと、人間に危害を与えるので、それをできるだけ減少させましょう

という、その被害減少はいいのですが、みどり増やしていって、立派な木がもし

増えたら、多分杉並が幾ら生ごみを多少減らせたとしても、カラス自体はねぐら

としてはいるのかなと。生態は余り僕も知りきっていないので、個人的な興味も

含めてなのですが、Ｅ委員あたりでご意見、みどりをやるときにカラスってどう
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なのかというのはございますか。 

Ｅ 委 員  みんなでいるときに、カラス当然いると思うのですね。最近は物すごくカラス

が減ったのですね。ごみの処理もよくなったし、カラスが来ないような、カラス

って利口ですから、いじめた人を覚えている。鳥の中では抜群に利口だと言われ

ていて、私、カラスいても何とも思わないので。 

Ｊ 委 員  僕もそうです。 

Ｅ 委 員  当然いると思うので、だから特にカラスが人を襲うのは子育ての時期ですね。

ですから、そこは遠回りして通るとか、こちらからそういうことをやればいいわ

けで、特に木があったから、カラスがいたからというのは、普通どうということ

はないと思うのです。ごみの処理さえちゃんとしておけば、余りカラスは来ない

し、当然みどりのところにいても、何十羽もいるようなねぐらというのは明治神

宮とかそういうところに行くので、普通の樹林にはそんなに何十羽もカラスはい

ないですね。調査をしたことというか、どの木にどんなのがあるというのを一時

調査があったのですが、そんなに１本の木に10羽も20羽もいるようなことはあり

得ないです。だから、私は別にどうということもないし、私たちの仲間も、カラ

スがいたから、ああ困ったとかという話もそんなに聞いていません、自然派はで

すね。皆さん、どう思っているかわからないのですが。 

Ｌ 委 員  ここで言うカラスというのは、要はごみの散乱に対しての問題ですね。 

Ｊ 委 員  ごみ散乱ですね。 

Ｌ 委 員  そうですね。したがって、戸別収集やると、散乱、多分しなくなると思うので

すね。自分の家の前にぶちまく人はいないでしょう。カラスがぶちまかれるよう

に平気でする人はいないでしょうから、自動的に、ここで言うカラス問題という

のは減っていくのではないかなと期待しているのですね。 

このカラス問題というのは、実は散らかすのはカラスより人間様のほうが多か

ったという話もあるぐらいで、これは心しないといけないなと、ここで言うカラ

ス対策はですね。という問題だと思うのです。そういう意味では、確かにこのカ

ラス対策という中身も見直すのは必要な項目ではありますね。 

環 境 課 長  そのカラス対策は確かにごみの話もありまして、それは一つあります。散らか

す以外に、この上にも一部書いてあるのですが、ごみ集積所の適正管理に関する

取り組みではなくて、その下のカラス対策については、先ほどお話があったよう

に、実際に、子育てのときに人を襲ったりすることがあるということで、緊急避

難的には区として対応するということで、依頼があればとりに行っています。 
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 確かにカラスは減ってきていると思いますが、いまだにそれなりに数がありま

す。いっときすごく多いときがあって、たしか東京都で、ねぐらのそばに、わ

な、トラップをつくって、杉並区でいくと大宮八幡の北側に今でもあると思いま

すが、そこでカラスをとっています。 

 ただ、どのぐらいの数がいればいいかというのはなかなかわかりづらいです

が、余り増えてしまうとまたいろいろなところで被害が出るなり荒らしたりする

ということがあるので、適正なところで管理をしていくということも含んで、た

しかカラス対策は２段階に書いてあります。下のほうはそのような対策に入って

くると。 

Ｊ 委 員  以前、Ｉ委員ですか、審議会のほうでごみの話のときに、大きなケヤキの木が

練馬との境ぐらいにあるとおっしゃった。確かにすごいケヤキですが、それもカ

ラスの巣だからという非難をそこが浴びるというようなことがあるので、ちょっ

と思っているのは、カラスについてどう理解する、考えていくのが本当はいいの

かということ。生ごみの中でも多分ソーセージとか彼らは一生懸命そういうもの

をつっついていますから、ああいうものがなければ、ごみに対してというのはい

ろいろ管理によって変わってくるのでしょう。みどりを増やしていってというと

きにも、この間Ｉ委員がおっしゃっているような、みどりを減らすほうへプレッ

シャーとして、カラスがいるからということがかかわってくるのだとすると、も

う少しちゃんとカラスをそれぞれの区民として理解しておいて、この面ではこう

と考えたほうがいいのかなと思ったので、お話ししました。 

部 会 長  今のお話は、ごみ処理としての対策としてのカラスの問題、これはむしろ人の

ほうの問題で、特に戸別収集になったときに、よくなるか悪くなるかというのは

またこれからというのがあるかもわからないのですが、基本的には、戸別収集の

中できちんとした対策をやるということを盛り込むということと、132のほうの

カラス対策については、どういうふうに見ていくのかということについて、そう

いう視点も含めながらこの項目について考えるというようなご意見があったとい

うことで、どうですか。 

Ａ 委 員  今、カラスの話になりましたが、基本的に生態系考えれば、カラスが増えれ

ば、カラスは自分で淘汰されます。それはもうほかの動物もそうですから、基本

的にどうしてカラスが増えて維持できるかといったら、結局生ごみがあされる。

もう根本的原因はそこなので、そこがきっちり解決すれば、都市にいるカラスと

いうのはある適正な数字に戻るので、必ずひな数が減ります、えさがなければ。
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これはもう当然なので。 

 今、私、猛禽の調査とかやっているのですが、猛禽類は当然そこの裾野が広い

ことによってひながかえっていく。環境条件がいいところは３卵とか４卵産みま

す。でも、実際には２卵とか３卵ぐらいしか育たない。でも、今は多摩地域、大

体１卵ぐらいしか育っていない。多いところで３卵育つのですが、最終的に１羽

は脱落するみたいです。 

 そういうふうに適正化はいつも行われているので、基本的に、人為的にカラス

をコントロールしようというのはやっぱり基本的に間違っていて、本来は人間が

生活習慣というかその辺を改めて、環境を変えれば、さっきＥ委員がおっしゃっ

たようにカラスは非常に頭がいいですから、えさのないところにはいなくなっ

て、本来ハシブトは森林のものですから、戻っていくと思うのですね。ハシボソ

はほとんどいませんから、もともと田んぼとか畑地に依存していますから、こち

らには出てきていない。 

 ですから、逆にきちっとえさがなくなる環境にすれば、本来の森林に戻ってい

くというか、そっちの山の方向に戻っていく。例えば襲われる、確かにあると思

うのですね。実は僕自身がカラスに襲われたこともあるのです。タケノコが出る

のですが、そこの上にカラスの巣があって、取りに行ったときに、やっぱり頭か

ら後ろから襲われたことがあるのです。そういうことは多分民家の近くで起こる

と思うのですね。特に帽子をかぶったお母さんだとか、子どもを連れた子どもが

ねらわれるところあるので、そういう対策は必要かと思うのです。 

 でも、それは例えば隣の人が騒音出しているのとかそういうのと同じで、隣の

人がおかしい人がいて、例えば暴れるとかそういうのと同じで、緊急避難だと思

うのです。基本的に、カラスを積極的にとりに行くというのは、僕は間違ってい

ると考えていますので、それはもうごみの問題に特化して対策されるほうが筋だ

と思っています。これは、意見です。 

部 会 長  どうぞ。 

清掃管理課長  今、カラス対策のところで、戸別収集ということでいろいろとご意見いただい

ていますが、戸別収集がすべて特効薬になるかどうかというのはちょっとござい

ます。ここにもあるように、夜間収集、早くごみを取ってしまいましょうとか、

あるいは折り畳みのボックスを提供しているとか、あるいはふたつきの容器でお

出しくださいというような形での対策を進めております。 

 ここで言っている集積所の美化というのは、とりわけ駅周辺のごみ出しにより
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まして、カラス被害が集中的にあったというところから、こういうような取り組

みを進めてまいりました。戸別収集も一つの解決の手段と考えてございますが、

その辺の観点からもまとめさせていただきたいと思っております。 

部 会 長  どうぞ。 

Ｆ 委 員  実は、５番の中で申し上げようと思ったのですが、157番で、生ごみの資源化

への取り組みという項目がございます。今のお話のついでに申し上げますと、私

ども過日、一般廃棄物等処理基本計画をつくりまして、29年度までのごみの減量

というものを打ち出しましたね。そうしますと、現在の18年度が649グラムだっ

たものが、29年度は250グラムと４割以下にしなくては、ということになると、

現在の可燃ごみというのは大体３分の１が生ごみです。その生ごみをほうってお

いて、39％を減らすということはなかなか不可能に近いだろうということになる

と、ここに申し上げた157番の生ごみの資源化という問題は避けて通れないと思

うのです。 

 この生ごみの資源化が進めば、今のカラス対策というのは必然的にずっと減っ

てくるのではないだろうか。そういう面で、この157番の項目の中で、もう具体

的に区としてもいろいろご検討いただいていると思うのですが、実際に今回の中

で生ごみの資源化を取り組んでいただきたい。肥料にするのか、えさにするのか

は、わかりませんが、ぜひともお願いしたいです。 

部 会 長  それでは、確認の意味で、Ⅳについては今のご意見等出たご意見の中で整理し

ていくということで。 どうぞ、お願いします。 

Ｍ 委 員  カラス対策以下、ずっと永遠にこれ続くのですか。 

部 会 長  いえいえ、もう終わって。 

Ｍ 委 員  ほかのことでよろしいですか。 

 Ⅳ番か、これの94ページの放置自転車を、占用物の撤去という項がありまし

て、今すぐ回答は結構でございますが、商店街で商品のはみ出し、あるいは道路

を占用しているものが結構見受けられるのですよ。和田町行ったり、いろいろな

ところ私行きますので。そのときに、はみ出し展示などについて指導・是正を図

るということですが、19年度実績とか平成20年12月中間現状、この辺については

その把握をやられているのですか。今すぐ回答というのは結構でございますよ。

環 境 課 長  今、特に所管がいないので、はっきりしたことは言えませんが、一応、区の土

木関連の所管でやっています。数値は今、即わかりませんので、後で調べます。

部 会 長  どうぞ。 
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Ｍ 委 員  そうすると、こういう場合には、例えば阿佐ヶ谷、高円寺の駅前などで朝早く

たばこを吸う人を監視する監視パトロールという対策を組んでいるのですが、そ

ういうはみ出し展示とかについての指導をするための一応パトロールというもの

を組んでいるわけですか。 

みどり公園課長  基本的に言うと、区道道路管理者として、区道の杉並区の道路管理部門に道路

監察といって、はみ出しなり構造物が出ている場合の撤去等を含めて、境界是正

を含めて担当する課が、多分月に１回、杉並区内に３警察署ございますが、３警

察署のそういう道路交通法を担当する部門と一緒に道路監察ということでやって

います。捨て看板といってよく電柱等に巻きつけられているものについては、

今、区民の方に協力をお願いして、捨て看板を撤去していただく団体や、ボラン

ティアの方がいてやっていただいています。例えば構造物でしっかりしたもの

を、警察官立ち会いのもとで是正を指導したり、勧告書を出したり、あるいは撤

去をしたりということはやっていると伺っております。実績についてはその担当

部署でないと、どの程度やっているかというのはわかりかねるところです。 

Ｍ 委 員  そうしますと、要は、体制としてパトロール、監視体制の強化とか何とかその

種のものは、今回の基本計画の中の、具体的に入れていただければなと。 

みどり公園課長  先ほども申し上げましたように、区も警察官と一緒に回るということで、警察

との連携の中でやらせていただいていますので、区単独でパトロールで指導する

というのはなかなか難しいと。 

Ｍ 委 員  委託すればいいじゃない。 

みどり公園課長  委託というか、実際区が直営で、今でも警察官と一緒に回っているのです。は

み出しについては道路法なり、いろいろな形で言うと、法として行政的な中で言

えば、例えば今、違法駐車の話もございますけど、そういった形で委託できるよ

うな法整備が今されているわけではなくて、なかなか実際には、やられている中

で指導をしたり罰金を取ったりした時代も確かにございます。ただ、なかなかイ

タチごっこで、はみ出しについては…… 

Ｍ 委 員  とにかく早い話やってくれと、どこかが、そのときに。それで、知りたいの

は、これからやるのかやらないのか、だったらここにある是正という言葉は消し

たらどうだと。 

環 境 課 長  それで、ここに書いていないのですが、たばこについては、たばこはまた別と

いうのが、歩行喫煙とか路上喫煙地区での取り締まりといいますか、環境美化パ

トロールということで委託をしてやっています。それもこの辺には書き込みがな



 

35 

いので、今言ったような、多分商店街ではみ出しについて注意するとか、そうい

うことも含んで、そこの辺に書き込むかどうかということも検討はさせていただ

きたいと思います。 

Ｍ 委 員  わかりました。 

部 会 長  よろしいですか。  

 この放置自転車のところに書いてある、94ページ一番下の、「商店による商品

のはみ出し展示などについては指導し、是正を図る」ということが弱いというこ

とですか。 

Ｍ 委 員  要するに、具体的にここの是正を図るということであれば、数値目標的なもの

もあるだろうし、そういうものがうたってないので。ただ、ここにうたっている

のは自転車の対策だけということだね。はみ出しなんていうこと書いている、こ

れは付録で書いたのではないかというようなイメージ受ける。それだったらば、

これはなくせばいいだろうと、こういうことを言いたかったのです。もしこれか

らやろうとするならば、そういうものについても監視体制を強化して、警察と連

携をとりながらやるというような項目を設けたらどうかと、これは私の意見。 

部 会 長  地域美化の一つとして、そういう指摘があったということで書きとめていただ

ければと思います。どうぞ、お願いします。 

Ｌ 委 員  このⅤ番、最初からあった問題で、こういう形でもダブって出てきてもこれは

それでいいだろうということで進んできたわけですが、このⅤ番の位置づけです

が、ここで要は調整されるのですか。 

部 会 長  Ｌ委員、ちょっと待ってください。では、Ⅳまではいいということで。 

Ｌ 委 員  ああ、Ⅳ番、すみません。 

部 会 長  Ⅳまでは、要するに今日のお話で。そろそろ時間も押していますので、Ⅴを含

めてお話しいただければと思います。 

Ｌ委員、どうぞ。 

Ｌ 委 員  すみません。先ほどⅤ番の内容が出てきたので、ついついⅤ番のほうに頭が半

分行っておりまして、失礼いたしました。 

 Ⅴ番のそのチャレンジ、挑戦のテーマという位置づけで、ダブルに出てきたり

いろいろあるということで、基本的にはこのⅤ番でいいということになっている

わけですが、そこでもう一回、あっていいという中身を確認しておく必要がある

と私は感じます。というのは、ⅠからⅣまでで出てきているものが再度出てきて

いるのと、出てきてなく新たな項目として出てきているというところがあるもの
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ですから、少なくとも私はこの位置づけというのが、いま一つ十分とらえにくい

というところがあるのですね。 

 したがって、同じものを、そこをどういうふうにこのⅣ番で、何を一番言いた

いのかというところをもう一回明確にして、じゃ、こういう表現でこの項目をと

なるというのがⅤ番の位置づけなのかなと思うのです。したがって、ⅠからⅣ番

に全然出てきてなかったものが、初めてⅤ番で出てくるという位置づけではない

んじゃないのかな、本来。というふうには思うのです。そうしないと、ⅠからⅣ

番を踏まえてⅤ番で取り組むのだという、そういう位置づけにしにくいのではな

いかなと思うのですね、構成上。その辺の確認をしたいと思います。 

部 会 長  ずっと引き継いできている問題のご指摘ですが、私は、このⅤのうちの２につ

いては、参加と協働のための仕組みづくりというのは、ⅠからⅣの基本目標を具

体的に区民、利用者、行政で協働して進めましょう。そのための仕組み、体制と

か人づくりということで、この項目は要るのかな、この位置でおかしくないとい

うことは、前の議論の中でも共有化、ある程度できているのではないかと理解し

ています。 

 基本目標Ⅴの取組み方向(１)の４つの目標については、長期目標、全体が非常

に長い目標的なことがあるものですから、当面この短期というか、この計画目標

の中でみんなで頑張ろうじゃないかということ、あるいはその３者が協働して特

に頑張ろうという意味でも再掲しているということでここにあるのかなという。

幾つかのとらえ方があったと思うのですが、総じてこの４つのチャレンジという

のは、それなりに魅力的だというか、こういう計画の中では必要ではないかとい

う意見が多かったという流れがあったと思うのですが、今L委員がおっしゃった

話は、この(1)(2)というものについて、両方ともダブりがあるじゃないかと。確

かに(2)でも多少そういう点があるのだと思うのですが、特に問題視されている

のは(1)なのでしょうか、それともⅤ全体でそういうとの指摘ですか。 

Ｌ 委 員  (1)のほうですね。 

部 会 長  (1)のほうですね。では、今まで問題になっていたことと同じようなことで、

それを再度皆さんで議論しようという。 

Ｌ 委 員  そうです。いや、ですから、Ⅳ番も含めての話でという位置づけで考えちゃっ

たもので、あそこでⅤ番の件を出してしまったということです。そういう意味で

は失礼しました。 

部 会 長  この前までの区のご意見では、Ⅴの(１)については、３者の協働で一くくりに
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重点目標として、この基本計画期間の中で頑張ろうというものを挙げたというふ

うに私は理解していたのですが、もう一度、課長のほうから。 

環 境 課 長  ４つの挑戦につきましては、今の計画では協働でやっていくというような趣旨

もあって、重点的にやっていくということで基本目標Ⅴの中に入っていますが、

特にそれが、協働でやっていくのは一つの仕組みづくりの、ここでいう(2)です

ね、取り組みの方向(2)については、こういう形で入っていること自体は問題な

いと思いますが、挑戦については今まで前の (1)とか、基本目標Ⅰにも入ってい

ますし、それぞれに入っていますので、それをまた最後のところに位置づけてい

るというよりは、重点目標、重点に取り組む挑戦として別立てといいますか、出

してもいいのかなと考えています。 

部 会 長  この間、意見として両方まだ残っていたと思うのですが、今のは、基本目標Ⅴ

を、どっちかというと(2)を中心に据えて、この挑戦というのは外に出して、特

に今だと25年までに重点あるいは数値目標等を持って、協働で頑張ろうじゃない

かというものを挙げていこうとお考えだということですね。 

環 境 課 長  そうです。 

部 会 長  そういうことなので、もう一度、Ｌ委員。 

Ｌ 委 員  そういう観点でいきますと、この取り組みの方向の(1)は、いわゆる目標、目

的というかな、中・長期ではなくて短期のものに位置づけてしまえば、処理はで

きるのではないかなと思うのですね、そういう意味合いで言うと。その短期の短

期さというのはまた検討できる項目だと思いますけどね。４半期とかいっぱい項

目がダブったりして出てきていますから、４半期であったり、半期であったり、

１年、年度だったり、長期だから２年、３年、いろいろな方法があると思いま

す。というような位置づけに取り出せば、それはそれで十分に意義のあるテーマ

というか内容になってくると思うのです。そのような見直しというのが全体の構

成上は見やすい、わかりやすいということかなと思います。 

部 会 長  前、Ｋ委員でしたか、このⅤの４つの挑戦というのは非常に魅力的で評価でき

るというようなお話があったと思うのですが、もう一度ご意見いただけますか。

これをどこに置くかということを含めて。 

Ｌ 委 員  その前にちょっといいですか。 

 私も、この挑戦という形で再掲するのは、ある意味いい方法でもあるというこ

とは申し上げたと思います。そのときにも、別に出して、チャレンジ項目をパン

フレット化してやっていくという方法もあるとかいうことは申し上げたという記
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憶あるのですね。そういう意味合いで、その場合に、じゃどうやって引っ張り出

すのという意味で、短期のいわゆる目標、その短期というのは今言ったような期

間があると。そういう扱いで、ここからここまでの間はこれが主たる取り組み項

目でという表現、利用の仕方というのはできますという発言内容です。 

部 会 長  どうでしょうか。ご意見を。  

 私も確認しましたが、25年を目標とする基本計画の改定だが、一応23年度に見

直しということが前提になっているので、25年度に向けての暫定的な体系で動か

そうということ。それと大きい枠組みとしては、今ⅠからⅤまでということの議

論は大体集約できていて、このⅤの(１)をどういう位置に置くかということでの

議論が枠組みとしては決まってきた。そこだけですから、これは大して大きい問

題ではないと思うのです。しかし、Ｌ委員ご指摘したとおり、それでは４つ目

標、あるいはどういう目標になるのか、目標へのチャレンジ、挑戦ということ

で、どういう事項を挙げるのか。現にこれが挙がっているわけですから、これか

ら全部精査して違った項目を挙げるということにはならないと思いますので、こ

れをまず基本に置きながら、どういう目標設定とをここでできるのかということ

なのかと考えていました。 

 実は、どの数値も25年にどこまで達成できるのかは、区からもきちっとしたご

回答はまだないとは思うのですが、あるいは見通しですね。①、②、と⑤はこう

いう形で書いてありますので、今日ご意見出たように、具体的な地域とか場所等

を考えながらこういうことを進めようということで進むかわからないのですが、

①と②、特に②は基本計画をつくったばかりでございますので、そういう中でこ

の目標値をどう置くのか、このとおりでみんなで頑張ろうということでいけると

区のお考えになっているのかどうか。委員の方のご意見もそうですが、すべてそ

ういう視点からこの４つについてご意見があれば、いただければと思います。 

 一番わかりやすい②ですが、ごみ処理の基本計画の中では、かなり具体的な数

値が挙がっている、設定したばかりでございますので、その設定値自体は区民を

含めた努力目標ということで、組み入れられるということでよろしいでしょう

か。清掃管理課長さん。 

清掃管理課長  ごみ量につきましてはおっしゃるとおりです。 

部 会 長  ということですね。こういう努力目標については、先ほどＦ委員からお話があ

ったと思うのですが、減量化の上で生ごみの話を考えずにいけるのかというご指

摘もありましたが、そういうことを含めてまた、今日でなくても、どういうとら
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え方で見通しているのかということをお話しいただければと思います。そのほか

はどうでしょうか。 

 ③ですが、「有害化学物質を減らしていきます」という項目が入っています

が、これは多分積みかえやほかのことも考えながら、こういう表現になっている

のかもわからないと思うのですが、これについては、これだけに限らずこの４つ

について、今、区のお考えになっていることがあれば、お話しいただければと思

います。 

環 境 課 長  ４つの挑戦の１というのは、ＣＯ２について、1990年度比で２％削減するとい

う目標値が大きな話になっていまして、今の環境基本計画の中で決めてきたもの

なので、なかなかこの数値を変えることは難しいと思います。これを25年度まで

に達成できるかというと、現実問題なかなか難しいと思っています。実際、その

ためにいろいろな省エネの施策を推進するということは必要だと思いますが、な

かなかこの数値目標を達成するのは難しいなと。 

 ２については、今言ったごみの話です。 

 ３につきましては、どちらかというと余り数値的な目標は、今の目標では挙げ

ていませんので、どういうやり方をしていくかということでいけば、こういうこ

とをやっていきますということですので、そういう挑戦をしていくということは

いいと思います。 

 ４についても同じようなことで、善福寺川、神田川、杉並区の中心になるよう

な川なので、特にこの辺はみどりの関係とか、先ほど出ていた景観にも若干関係

ありますが、そういうものを区として取り組んでいくというようなことで書いて

ありますので、その辺についてはやっていけると思っています。 

部 会 長  今日は、Ⅴのお話は次回からまたそちらへ戻ってくると思うのですが、どう

ぞ、Ｌ委員、ご意見がありましたらお願いいたします。 

Ｌ 委 員  Ⅴの(1)の①から④、これが４つの目標への挑戦ということで、目標のⅠ、

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳに対応するのだとすると、この基本目標Ⅳの「魅力ある快適なまちな

みをつくる」というところが、このⅤの(1)の④なのかどうなのか。基本目標の

Ⅲの(1)(2)(3)のこれがどこなのかというのがあるので、４つの目標への挑戦な

らば、基本目標Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳからもあったほうがいいのではないかというこ

と。そうでないと、えっ、じゃこの基本目標Ⅴは、まあそこそこでとこういう意

味合いなのとか、勘ぐるとというか、変な見方すると、ということになるので、

その辺はうまく整合をとりながら、基本目標のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳから、４個に限ら
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なくてもまあよろしいと思うのですよ。基本目標のⅠが①、②で出ていますか

ら、５個になってもそれは差し支えないと思うのですが、その辺も含めて挑戦と

いう格好にしたほうがいいと思うのです。 

Ａ 委 員  対応している。 

Ｌ 委 員  対応している？ ということはどういうことですか。 

Ａ 委 員  １番がⅠで、２番がⅣで、３番がⅡで、４番がⅢなんじゃないですか。 

Ｌ 委 員  ああ、そういうふうに見たわけですね。私は、①、②が基本のⅠなのだろうか

なと思ったのです。循環型社会でしょう、②は。というようなことで、その辺を

もう一回わかりやすく整理をして、チャレンジ目標というのならば、していくの

がよろしいかなと思いますが。 

部 会 長  そろそろあと10分程度になってきているのですが、今の議論の続きは次回でき

るわけですね。 

環 境 課 長  はい。 

部 会 長  全体としてこれからやっていかなくてはいけないということで、常にこのⅤの

(1)には戻ってしまうと思うのです。やはり先ほどから議論になっているよう

に、この基本計画の重点目標なのか、それとも区民の方とこれで一緒に頑張ろう

という項目を主に挙げているのか、その辺の視点が決まらないと、なかなかこの

項目を決め切るというのは難しいと思います。それぞれの委員の方々がかなり客

観的な重点と、この基本計画の中で25年までの重点にすべきだと思っている事項

と、もう１点が、やはり区民の方や関連主体の協働で進めようではないかという

ものを主にここに挙げるということも含めて、次回ぜひこの４つの目標への挑戦

のとらえ方についてはご議論していただければと思います。 

 基本目標Ⅱについては残っていますが、この目標の挑戦への中にもかかわって

くるのかという気もしますが、これについては委員の中でもいろいろな意見ござ

いますので、次回を含めてお話しいただけると思います。あと２回できるのでし

たね、集約に向けてですね。 

環 境 課 長  今の予定では、あと２回で最終的に取りまとめをしていただきたいと考えてい

ます。それで、３月ぐらいをめどにいきたいと思っています。 

部 会 長  今日Ｌ委員がおっしゃったようなことも含めながら、全体として基本計画の改

定についてどういう検討課題、あるいは共通的な視点を持って臨んでいただくの

かということについて、次回はかなりの議論になるところだと思います。その意

味では、この１回から４回までの議論であったことを、一つは構成・枠組みとい
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うことでの議論と、Ⅴの(1)の取り扱いということだと思います。 

 それと、各項目について、基本的には変える必要はないということがありまし

たが、出たご意見をまとめていただきながら、できたらある程度、区側のご意見

とか考え方もご披露いただければと思います。 

 ということで、全体としては次回に持ち越しの部分がかなりありましたが、今

日ⅢとⅣについてはかなりご議論いただけて、それなりの集約はできてきている

のかなと思います。前回、特にⅡについてはまだいろいろなご意見もありました

が、あわせて今日のⅤの、特に(1)を中心に、次回またぜひご議論いただくとい

うことで、次回の日程はもう決まっていましたね。そのほかありましたら。 

環 境 課 長  まだ決まっていません。 

部 会 長  一応もう時間もないので、ご予定はどうですか。 

環 境 課 長  その前に、事前に送らせていただきました第２回目の会議議事録について、確

認をしていただければ。要旨については３回目を今日出させていただきました

が、議事録について問題があるかどうか確認していただきたいと思います。 

部 会 長  皆さんのお手元には行っていたのだと思うので、特にございますでしょうか。

よろしいですか。そういうことで確認できたということにして。 

環 境 課 長  次回の日程ということで、今度５回になりますが、２月17日の火曜日の午前、

と19日木曜日の午前ということで、２コマ用意をしておりますので、どちらかに

決めていただきたいと思います。 

部 会 長  17日火曜日の午前中、ご都合の悪い方、挙手お願いできますでしょうか。お１

人ですね。19日木曜日の午前中、４人。Ｋ委員、申しわけないですが、もしもご

都合つけばということで。 

Ｋ 委 員  都合がつけば参ります。 

部 会 長  ２月17日の午前中、９時半から12時ということでお願いできればと思います。

 特にこれに際して区にご要請とかそういうことは、こういう資料があればとい

うようなことは、これまでのものでよろしいでしょうか。 

環 境 課 長  前回にいろいろと宿題になっていた、特にできなかったものとかそういう資料

についても用意をさせていただきたいと思っています。 

部 会 長  それでは、特にご意見なければ、これで今日の部会を終わらせていただきたい

と思います。長い間ありがとうございました。 

 


